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「自然の権利」基金

「自然にも権利があります」と言うと、
多くの人は変に思うかもしれません。
でも、各地で進んでいる自然破壊の実態を見るとき

自然が自然のままであることの重要性を
肌で感じることはないでしょうか。
身近な自然にしても、多くの木々が伐採されるときや
ふるさとの川がコンクリート三面張りに改修されたとき

私たちはそこに棲んでいた野生生物に思いを馳せます。
メダカまでもが絶滅を心配されている今日、
深刻な自然破壊を前に私たちは

「自然にも生きる権利があれば・・・」と
願うことも稀ではありません。
それは、人と自然との関係の中で生まれた、すぐれて人間的な感性です。

「大切なものが失われた」と自然が破壊されたときに
私たちが受ける素朴で純粋な印象こそが
「自然の権利」の原点です。

「自然の権利」基金 事務局長　弁護士 籠橋隆明
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泡瀬干潟
「自然の権利」訴訟

沖縄市の中城湾に面した広大な干潟を、
開発から守る裁判です。地域の人々に加
え、泡瀬干潟・ムナグロ・ユンタクシジミな
ども原告です。

奄美ウミガメ訴訟

農水省による干拓事業に反対し、諫早湾・
ムツゴロウなどを原告として提起されま
した。干拓事業建設費の差し止めを求め
ています。

諫早湾
「自然の権利」訴訟
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裁判は、法廷で誰もが対等に自然保護を議論し、
様々な資料の突き合わせをすることのできる手段ですが、

その半面、非常に経費のかかる現実があります。
原告たちや弁護士が裁判所へ通う交通費や、

裁判官に実際に現地を見てもらう「現場検証」の費用もかなりかかります。
自然保護訴訟は、その自然に関わりを持つ人たちが原告となって訴えますが、

思いを同じくする人々は少なくないはずです。
そこで、その気持ちを「資金援助」という形で表していただければ、嬉しいです。

ぜひ、ご入会もしくはご寄付をよろしくお願いいたします。

E-mail　
FAX

年齢　～10代・20代・30代・40代・50代・60代・70代～　

□  カンパします。

□「自然の権利」基金の会員になります。
　　入会金　￥3,000

送金内容に　して下さい。

奄美大島・戸円（とえん）地区で行われてい
る海砂採取を中止させる裁判です。ウミガ
メが産卵できる砂浜をとりもどします。

「自然の権利」基金にご入会ください
●以下の振込用紙に必要事項を明記してご送金ください。
●入会金3,000円・年会費3,000円（年会費は初年度無料で、入会翌年の１月よりいただきます）
●カンパも大歓迎です。（カンパのみの場合は、お手数ですがその旨ご明記ください）
●ご入会いただいた方へ、『「自然の権利」基金通信』（隔月発行）をお送りしております。

ナキウサギやシマフクロウのすむ北海道
「えりもの森」を守る裁判です。道は天然
林を皆伐し植林地にかえようとしていま
す。

えりもの森裁判

沖縄ジュゴン
「自然の権利」訴訟

沖縄本島中北部・東海岸辺野古（へのこ）
の米軍基地建設から沖縄のジュゴンを守
ります。ジュゴンを原告に米国法を使って
訴えを起こしました。

広島県による鞆の浦の埋立に対し、公有水
面埋立免許の差止めを求める訴訟です。
スナガニなど多様な生物の生息地と世界
遺産に匹敵する鞆の浦の価値、そして住
民の生活を埋立破壊から守ります。

鞆の浦世界遺産訴訟
とも うら

「自然の権利」基金事務局
〒451-0015 名古屋市中村区椿町15-19　大和生命名古屋ビル2階
                名古屋Ｅ＆Ｊ法律事務所内
TEL.052-459-1752　FAX.052-459-1751
E-mail　shizennokenri@green-justice.com　URL http://homepage3.nifty.com/sizennokenri/


